
富士町老連だより
令和8年2月2日 NO   010号
編集   富士町老人クラブ連合会
編集者 町老連事務局

■佐賀市からのお知らせ プレミアム付「電子地域振興券」の発行
目的 生活者・・家計の負担軽減。

購買意欲を喚起し、消費の促進。
事業者・・来店客数の増加。
新規顧客の取り込み売上向上。

スマホからの購入になります。
スマホの操作に不慣れな方も安心
◎専用コールセンターの設置
◎対面による相談窓口の設置

(市役所本庁舎、大和支所、諸富支所
/商業施設等)
◎校区公民館でのスマホ教室の開催
◎携帯会社による店舗での操作サポート  ◎利用店舗は、地元中小企業で現在約1,200店舗が登録。
◎はじめてスマホ購入支援・・6,500円       ◎市報さが3月1日号には、詳しく掲載されます。

発行総額 11億7,000万円

販売口数 18万口 ※1人6口まで

販売価格 5,000円(6,500円/口)  プレミアム率30%

利用期間(予定) 申込3月上旬/利用3月下旬～7月下旬

申込方法 “がばいサカえーるアプリ”から申込

■携帯電話の通信方式の終
 了について
ドコモは、第3世代移動通信方式(3G)のFOMA

からのインターネットやメールの利用を2026年3

月31日で終了します。
利用されている人は、ドコモの店舗にお問い合
わせください。機種により費用は違うようです。
スマホの購入支援(6,500円)は、利用できます

■高齢者スマートホンの利用状況
 に関するアンケート
佐賀市においては、市民への情報提供を強化して

いますが、高齢者は俗にいう「ガラ系」の携帯電話を
利用されているので高齢者への広報活動に対するイ
ンターネット活用の効果を検証するためにアンケート
調査となりました。会員の協力をお願いします。

■富士町老連によるサロン活動の開始について
  令和8年度より富士町老連として取り組むフレイル(虚弱)予防対策として①食改善、②運動③社会参加

を掲げていますが、高齢者世帯や高齢者一人世帯の社会参加の手助けをするために富士町内に3つ以
上のサロンの立ち上げを計画しています。
本来、サロン活動は、自治会毎の設立となっていますが、富士町の地理的特異性や自治会が小規模

(世帯数3世帯～最大135世帯)のため、サロン活動が停滞しています。
今回、佐賀市社会福祉協議会の英断や地区社会福祉協議会からの助言と支援により近隣自治会と統
合したサロンの結成や合同による活動の了解が得られました。

4月より毎月サロン活動を実施していきます。日時や訪問先については、毎月の富士町老連だよりにて
告知しますので申し込みください。

2月よりサロン対象者の募集を行いますので老人クラブ会員は所属する老人クラブに申し出てください。
参加される人は、保険に加入するため氏名・住所・電話番号・年齢・性別・高齢者世帯、独居世帯の有

無を教えてください。当面は、富士町老人クラブ会員に限定します。(連絡網が不十分のため)

基本的には、佐賀市社会福祉協議会の「福祉バス」を利用した各地の施設巡りと昼食、買い物ツアーを
合わせて実施し、車内においてはカラオケやなぞなぞなどを楽しみながらの活動になります。

4月からの活動内容やサロン対象者(参加者)の会費などについては「、富士町老連だより」で毎月告知
してまいります。対象者についても随時募集していきますので参加してください。

1回の参加定員は、27名。参加者が多く、福祉バスの空きがあれば複数回実施します。
それ以外でも富士公民館でカラオケの練習会やニュースポーツ等による軽スポーツの体験会なども計
画しています。出来るだけ家に閉じこもらないで外へ出る機会を作りますので参加してください。



■佐賀市老連「愛称」募集
佐賀市より老人クラブの名称変更についての相談
がありましたが、市老連としては、「名称変更はしな
い」ことになりました。
今回、佐賀市老連としては、イメージアップのた
めに「愛称」の必要性を感じ、会員の皆さんに「愛
称」を公募することになり、「愛称」を募集することに
なりました。
期間は、12月から3月末日までの期間とします。
愛称検討委員会において、審査の結果、採用され
た者には、記念品を贈呈します。
愛称募集応募用紙は、各単位老人クラブ会長に
配布していますので貰って応募してください。
「愛称名」「理由」「氏名等」などを記載して各単位
老人クラブの会長に渡してください。

■内野・中の原老人クラブ睦会の
紹介
新年会を開催されました。
「新春初笑い」ということで
佐賀大学落語研究会のOB

を招かれ落語高座を開催さ
れました。

22人中20名の会員
が参加され、楽しく食
事をされ、今年も元気
で老人クラブ活動を行
うことを話されていたよ
うです。

■2月3月の行事
2月02日(月)町老連役員会
2月20日(金)市老連理事会
2月25日(水)町老連三役会議
3月02日(月)町老連会議
3月19日(木)市老連理事会
3月25日(水)町老連三役会議

■佐賀市高齢者趣味の作品展
令和8年度の高齢者趣味の作品展の開催が決
定しました。応募者をお待ちしています。

申込受付期間8月3日(月)～8月31日(月)

10月14日(水)・・作品の搬入・審査
10月15日(木)・・飾り付け
10月16日(金)～10月21日(水)作品展示
10月22日(木)・・表彰式・作品返却
作品の出品展示を考えておられる方は
早めの準備をお願いします。

■菖蒲老人クラブ高砂会の紹介
新年会が開催されました。会員26名の会員参加
で楽しいひと時を過ごすことが出来ました。
民生委員さんから講話があり、①固定電話への
国際電話の着信拒否の申し込みの話②友愛活動
の重要性(孤独死防止)への強化のため、老人クラ
ブ会員への協力依頼がありました。

■コミュニティカフェ北山に参加
1月19日(日)コミュニティカフェ北山に参加しました
会費は、100円で
お茶・コーヒの飲
み物やお菓子・
ジュースなどが提
供され、健康体操
やかるた遊び、相撲
ゲームなどをスタッフの皆さんに準備していただき、
楽しい時間を過ごすことが出来ました。
皆さんもぜひ参加して楽しいひと時を過ごしてくだ
さい。本当にスタッフの皆さんありがとうございました
。このような企画は、富士公民館でも開催していま
すので参加をしてみてください。

■新規老人クラブ設立
  老人クラブの設立がなされていない自治会におい
ては、老人クラブを設立してください。
老人クラブは、3名以上の会員を有し、会長・副会
長・会計を決めてください。市老連には、富士町老連
として加入を推薦します。
◎富士町老連への会費は年間800円/人
◎単位クラブ助成金は、会員数に応じて支給

会員30名未満 23,280円
会員30名以上60名未満   46,560円
会員60名以上90名未満       69,840円
会員90名以上                      93,120円

◎毎月の活動(役員会・定例会・ボランティア活動
 スポーツ活動の練習会等)

◎会計報告書作成は、単位老人クラブの会計に  

基づいて事務局で作成します。
◎必要に応じて弔辞の作成も手伝います。
相談があれば訪問して説明します。連絡を下さい
連絡先 富士町老人クラブ連合会会長田中薫

 携帯 090-2519-1721
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